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丹沢大山自然再生計画の対象地域 

 

２ 丹沢大山の保全・再生対策 

 

１ ねらい（５か年計画から転記） 

水源保全上重要な丹沢大山について、シ

カの採食圧や土壌流出等による植生の衰退

防止を図るため、新たな土壌流出防止対策

を講じることで、森林の保全・再生を図る。 

 

２ 目 標（５か年計画から転記） 

丹沢大山国定公園の核となる特別保護地

区（1,867ha）において、20年間で延べ234ha

整備することを目標として、当初５年間で

58.5haの整備を行う。 

（→ 丹沢大山自然再生計画の「Ⅰブナ林

の再生」の中で、当初５年間で58.5haの整

備を行う。） 

 

３ 事業内容（５か年計画から転記） 

① 新たな土壌流出防止対策の実施 

・ 丸太筋工、ロール工、植生保護柵等を組み合わせた新たな工法により、土壌流出を防止す

るとともに、植生の回復を図る。 

・ 林床植生が衰退し、急激な土壌浸食の発生等が認められる場所への整備を優先的に進める

とともに、新たな丹沢大山保全計画（現・丹沢大山自然再生計画）に基づき、整備区域を大

幅に拡充する。 

 当初５年間 

面 積 58.5ha（平成20～23年度） 

 

② ブナ林等の調査研究 

・ 土壌成分やオゾン等がブナ林に与える影響を調査し、保全対策に反映させる。 

 

③ 県民連携・協働事業 

・ 樹幹保護及び登山道整備等の協働事業を実施することにより、県民と行政の連携を図る仕

組みを構築し、県民参加を促進する。 

 

４ 事業費（５か年計画から転記） 

当初５年間計  ７億9,600万円（単年度平均額 １億5,900万円） 

うち新規必要額 ７億9,600万円（単年度平均額 １億5,900万円） 
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平成20年度の整備箇所 

５ 事業実施状況 

 

（１）新たな土壌流出防止対策の実施 

平成19年度 

・ 詳細地形測量等：4,450.0ha 

・ 土壌流出対策工：  6.6ha 

 

平成20年度 

・ 土壌流出対策工：  17.1ha 

・ 現地測量調査：   22.4ha 

・ 地形図作成：   2,540ha 

 

（２）ブナ林等の調査研究 

① ブナ林立地環境調査 

（気象・大気モニタリング、大気環境解析） 

ブナ林の衰退・枯死の機構解明の基礎データや再生事業のモニタリングの基礎データとす

るために、丹沢山、檜洞丸等の計6地点において、気象及びオゾン観測を継続した。 

 

② ブナ林衰退環境解明調査 

（ブナハバチ発生状況調査） 

ブナハバチの生息実態は未解明な部分が多いことから、土中の繭の密度および分布様式調

査を実施した。その結果、被害は生存している繭の密度が高い地点で大きく、被害度の高い

年には繭の密度が増加するが、翌年に被害が沈静化すると繭の密度も低下する傾向にあった。 

 

③ ブナ林広域衰退実態調査 

（ブナ林衰退状況モニタリング） 

５年前に調査を行った丹沢山、檜洞丸をはじめとした６地区の計72地点で、ブナ衰退度の

判定と樹木生理活性の測定を行ったところ、衰退状況にはほとんど変化は見られなかった。

すなわち、東丹沢で衰退が進行したブナが多く、西丹沢では衰退木が少なかった。 

 

 

 

 

 

 

ブナ林立地環境調査 

（気象・大気モニタリング） 

（大気環境解析） 

ブナ林衰退環境解明調査 

（ブナハバチ発生状況調査） 
ブナ林広域衰退実態調査 

(ブナ林衰退状況モニタリング) 

調査内容 
気温、湿度、雨量、日射量、風速、

風向、オゾン濃度 
ブナハバチの発生状況 林況、衰退度、クロロフィル含量 

頻 度 連続観測 毎年 5年毎 

平成19年度 

実施状況 

既存施設による観測の継続 

新たに3地点に観測施設設置 

（丹沢山、堂平、大野山） 

ブナハバチ発生動向の把握と

調査手法を開発 
― 

平成20年度 

実施状況 

既存施設による観測の継続 

（檜洞丸、丹沢山、鍋割山、菰釣山、

丹沢山、堂平、大野山） 

気象・大気の蓄積データの解析 

ブナハバチ発生動向の把握と

調査手法の改良 

現地調査の実施（丹沢山、蛭ヶ岳、

塔ノ岳、鍋割山、大室山、菰釣山） 
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（３）県民連携・協働事業 

平成19年度 

・登山道の荒廃状況等の調査、県民と行政の連携を図る仕組みの検討 

平成20年度 

・県民協働型登山道維持管理補修協定の締結、補修活動実施の支援 

 

【事業実施箇所図】（平成19～20年度実績） 

 

６ ５か年計画進捗状況 

 ５か年計画の 

目標 

平成19年度 

実績・進捗率 

平成20年度 

実績・進捗率 

19～20年度 

累計 

平成21年度 

計画 

土壌流出防止

対策工 
58.5ha 

6.6ha 

（11％） 

17.1ha 

（29％） 

23.7ha 

（41％） 
15.0ha 

6.6 17.1 34.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

丹沢大山保全再生（土壌流出防止）

目標面積
58．5ｈａ

進捗率
41％
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７ 予算執行状況 

５か年計画 

合計額 

平成19年度 

執行額・進捗率 

平成20年度 

執行額・進捗率 

19～20年度 

累計 

平成21年度 

予算額 

７億9,600万円 
9,692万円 

（12％） 

１億5,023万円 

（19％） 

２億4,715万円 

（31％） 
１億9,150万円 

9,692 15,023 54,885

0% 20% 40% 60% 80% 100%

丹沢大山保全再生

20年度までの進捗率
31％

５か年計画
7億9,600万円

 
 

８ 事業進捗状況から見た評価 

丹沢大山の保全・再生対策のうち、①土壌流出防止対策の平成20年度事業実績（累計）の進捗

率は、41％であった。４年間（平成20～23年度）の数値目標を設定している事業を設定している

事業であるため、次の基準により、達成状況はＡランクと評価される。（この事業は、平成 20

年度から４年間で実施される計画であったが、平成19年度に一部前倒しで実施した。） 

②ブナ林等の調査研究については、気象・大気モニタリング、大気環境解析、ブナハバチ発生

状況調査を継続したほか、ブナ林衰退状況モニタリング調査を実施した。③県民連携・協働事業

については、県民協働型登山道維持管理補修協定を締結し、補修活動実施を支援した。②③につ

いては、数値目標を設定していないため、Ａ～Ｄの４ランクによる評価は行わない。 

 

４年間（平成20～23年度）の数値目標を設定している事業 

平成20年度の実績（累計） ランク 

目標の25％以上 Ａ 

目標の20％以上25％未満 Ｂ 

目標の15％以上20％未満 Ｃ 

目標の15％未満 Ｄ 

 

９ モニタリング調査実施状況 

この事業は、水源保全上重要な丹沢大山について、シカの採食圧や土壌流出等による植生の衰

退防止を図るため、新たな土壌流出防止対策を講じることで、森林の保全・再生を図るものであ

り、量的には整備面積を指標とし、質的には「植生が回復し、土壌が保全されている状態」を指

標とし、中期的に把握して、評価する。 

質的指標の「植生が回復し、土壌が保全されている状態」を把握するために、土砂流出量を、

次のモニタリング調査により把握する。 

 

（１）土壌流出量等調査の実施状況 

手 法 
土砂侵食量測定施設（侵食土砂の捕捉施設）等により、土壌侵食量、植生被度、リター堆積

量、林床植生回復状況、リター植被率を測定 

平成19年度 

実施状況 

先行事業地モニタリングの継続 と モニタリング手法の検討 

・土砂侵食量測定施設（侵食土砂の捕捉施設）が設置されている31箇所の対策工について、
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平成19年４～11月に土壌侵食量、植生被度、リター堆積量、林床植生回復状況、リター

植被率を測定 

・対照区として無施工地13箇所についても同様に測定 

平成20年度 

実施状況 

①先行事業地モニタリングの継続とモニタリング手法の検討 

・平成19年度までの調査の継続 

②H19・H20事業実施地のモニタリングプロット設定 

平成19・20年度に土壌流出対策工を施工した箇所（５施工地）については、平成20年度から対策工の効果を

検証するためのモニタリングを実施している。 

各施工地では、対策工施設内と無施設箇所の２箇所以上に土砂移動量調査枠を設置し、事業の効果を検証して

いる。 

調査方法については、各施工地内への土砂移動量調査枠の設置による土壌侵食量調査と併せて、植生回復状況

の調査を行なっている。 

今後の施工箇所についても土砂移動量調査枠を順次設置し、これまでの施工箇所（H19・20）のモニタリング

と併せて、事業効果の継続的な検証を行う。 

 
 

10 モニタリング調査結果に基づく評価 

（１）平成19年度 

① 全ての対策工において対照区の無施工地よりも土壌侵食量およびリター流出量が少なくなっていた。 

② 全体として、今回の試験区画設置箇所の斜面勾配変化12°～41°の範囲では土壌侵食量およびリター流出量

と斜面勾配との相関はほとんど認められなかった。 

③ 2006 年と2007 年における植生保護柵の外側と内側の土壌侵食量およびリター流出量には大きな差はなかっ

た。植生保護柵の中の植生は回復しているが、土壌侵食量への影響はまだ小さいと考えられた。 

④ 対策工法全体でリター流出量と土壌侵食量には強い相関があり、リター流出量が少ないほど土壌侵食量も減

少する傾向が認められた。無施工地では相関は認められなかった。 

⑤ 土壌侵食量の月別変化から、土壌侵食量は、植生被覆率の変化よりも降雨量およびリター被覆率の変化に影

響されていると考えられた。 

⑥ 施工後２年の対策工で、被覆ネットや土嚢の腐朽が一部に認められたほか、倒木により破損したものもあっ

た。 

⑦ 現段階では、土壌侵食軽減効果が大きく施工性が良いのはリター捕捉ネット工である。（下図参照） 

○ 課題 

施工後１～２年までのモニタリングであるため、植生回復効果や施設の耐久性などはまだ検証できていない。

写真 

金網筋工（茶色の網の中及び

上部に落枝落葉を貯留させ

て土壌流出防止効果を発揮

する施設）施工箇所内に設置

した土砂移動量調査枠（白色

鋼製柱が枠状に設置されて

いる） 
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そのため、今後もモニタリングを継続し、それらを検証していく必要がある。 

（自然環境保全センター報告（その２ 平成19年度研究業務報告）NO.40から一部抜粋） 

対策工種別平均の土壌侵食量とリター流出量 

 

※ リター：落葉、落枝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平成20年度 

２年もしくは３年が経過した先行事業地のモニタリング調査を継続した結果、次の点が明らかになった。 

① 平成19年度の結果と同様に対策工施工箇所では対照区の無施工地に比べて全般的に土壌侵食量が軽減さ

れていた。（H19結果①と同じ） 

② 施工後３年が経過した先行事業地では、試行した各対策工の特徴と効果が顕著になってきた。その結果か

ら、短期的な土壌侵食の軽減と長期的な植生の回復のどちらを優先するかによって、対策工の種類を使い分

けることができると考えられた。（表１参照） 

③ 施工後３年経過した対策工施工箇所では、植生保護柵を併用した対策工のほうが植生被覆率が高く土壌侵

食量も軽減されていた。しかし、施工後２年経過した対策工施工箇所では、植生保護柵の効果は認められな

かった。（H19結果③から進捗） 

④ 多くの対策工で植生被覆率とリター被覆率に相関があり、さらに植生よりリターの被覆率のほうが高かっ

た。 

○ 課題 

施設の耐久性や植生保護柵による植生回復と土壌保全効果を検証するためには、今後もモニタリングを継続

する必要がある。 

 

保護柵、木製筋工
リターロール筋工B

リター捕捉ネット柵工
土嚢筋工

A B C

土壌侵食軽減効果で評価(A>B>C)

ヤシネット伏工

植生で評価
(A'>B'>C'>D)

C'

植生、土壌の両方から評価して左上に
行くほど効果が良く、右下ほど効果が

悪い

D

B'

A'

リターロール筋工A竹ネット伏工
 

 

表１. 各対策工の土壌侵食軽減効果、植生の回復の両方からの評価 
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11 総括 

丹沢大山の保全・再生対策のうち、土壌流出防止対策については、当初計画より前倒しで平成

19 年度に事業に着手し、20 年度も事業実施した結果、これまでに全体計画に対して41％の進捗

を得ることができたことは評価できる。今後は、事業を計画的に進捗させるとともに、モニタリ

ング調査を継続し、植生回復や土壌保全の効果を検証することが課題である。 

ブナ林等の調査研究については、ブナ林等の衰退原因の解明や立地環境モニタリングの継続を

通して、ブナ衰退リスク判定技術の高度化、ブナハバチ大発生予測技術ならびに苗木更新技術の

現地適応試験など奥山域再生のための各種技術開発を行い、今後の再生事業の実施に反映させて

いくことが課題である。 

また、上記の事業以外にも、シカ管理をはじめとする丹沢大山自然再生計画の各事業と連携し

て総合的に推進していくことが重要である。 

 
○事業の進め方等に対する施策調査専門委員会委員のコメント 

・ブナ林再生を目指すために、高標高域のシカ管理や希少種保全など自然再生の事業や調査を幅広く取り込むべき。 

・植生保護柵などは、単に工事を進めるだけでなく、追跡調査や点検補修も、併せて実施することが必要。 

・ブナ林等の調査研究は、長期にわたる計画的な調査研究の継続が必要で、このため、県民への説明を丁寧に行い、

十分な理解を得る必要がある。 
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【参考】丹沢大山自然再生計画（概要版パンフレットから抜粋）（★ 水源環境保全・再生事業会計事業） 

 

★ 

★ 

★ 
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